
 
 

 

 

 

 

 

 

【工事】  

西広島駅北口土地区画整理事業の造成工事等のスケジュールにつきましては、令和３年

６月２９日付の第３回勉強会資料で皆様にお示ししたとおり、今年度から道路や宅地造成

等の工事に着手することとしており、まずは、己斐公民館の移転先となる８街区周辺の整備

に、秋頃から着手する予定で準備を進めています。 

また、駅北口で現在工事中の自由通路のエスカレータ等の工事や、昨年度、建物調査を実

施させていただいた皆様との、建物移転に向けた契約や引越し、建物撤去等が、今後予定ど

おりに進めば、８街区周辺の整備に引き続き、東側の１ブロックの道路や宅地造成等の工事

にも着手していきたいと考えています。 

なお、工事の着手時期や交通規制などの詳細については、施工する業者が決まり、警察等

の関係機関との協議調整が整い次第、区域周辺の皆様も含めて改めて、町内会の回覧等によ

りお知らせさせていただきます。  

【建物調査】 

今年度の建物調査は、己斐公民館を始め、北側宅地となる２ブロックの方々と、１ブロッ

クに直接移転をお願いする方々などの建物調査を行う予定です。 

これらの調査につきましては、調査業務の準備が整い次第、対象者にご連絡の上で、順次、

着手させていただきますので、調査のご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■ 今年度の工事等のスケジュールについて 

第４０号（令和４年８月） 広島市都市整備局西広島駅北口地区区画整理事務所 

道路・宅地造成等 

…今年度から工事に 
着手する予定のエリア 

※秋頃から着手 

※駅の工事や建物
移転等の状況を踏
まえながら着手 

概略平面図 

…今年度から建物調査に 
着手する予定のエリア 

北口駅前（暫定）広場 自由通路・駅舎 

９街区 

１０街区 

１1 街区 
3 街区 

2 街区 

１街区 

 

道路・宅地造成等 

建物調査 

（２ブロック） 

建物調査 

（直接移転） 

建物調査 

（公民館） 



 
 

 

 

今後工事が進み、宅地工事に着手する際には、皆様に対して、宅地毎の「地盤の高さ」、

「隣接する道路の勾配」、「擁壁の設置位置」など、宅地造成の工事に関する情報を記した概

略平面図等をお渡しし、施行者（市）が計画している宅地工事の内容を事前にご説明するこ

ととしています。 

今回のまちづくりニュースでは、今後、それぞれのブロック毎で段階的にお渡しする予定

の「宅地工事に関する説明書」の主な内容について、参考事例を用いながら事前にご紹介さ

せていただきます。 

【お渡しする書類とご説明の時期】 

  お渡しする「宅地工事に関する説明書」には、以下のような内容のものを添付する予定で

す。皆様には、こうした図面等をご確認いただきながら、将来の土地利用の計画に合うよう

に、下水や水道、ガス等といった取付管の配置などのお考えをお聞かせいただき、宅地工事

の調整を行うこととなります。 

  なお、このことについては、まずは１ブロック（４・５・６・７街区）の皆様を対象に、

今後ご説明に伺うこととしており、その時期については、上下水道やガス等の各事業者との

調整が整い、具体的なご説明が可能となる、本年秋頃を予定していますので、よろしくお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 街区番号図及び仮換地図 

送付済みの仮換地指定通知の

図面と同じ内容のものです。 

ご使用していただく宅地を赤

い〇印でお示し、宅地番号を付

した図面を再送付いたします。 

② 画地平面図 

 お使いになられる宅地の「大

きさ」を明記した図面です。建

築計画等の参考として使用して

いただけます。 

ただし、図面に明記してある

寸法については、工事の際に若

干のずれが発生する場合がある

ため、工事完成後、測量を実施

して寸法の確定を行います。 建築計画等の参考にしていただくために、

使用される宅地の寸法を示しています。 

②画地平面図 

①街区番号及び仮換地図 

（単位：ｍ）

 ■ 宅地工事に関する説明書について（個別説明前の事前のご紹介） 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 概略平面図 

 お使いになられる「宅地の高さ」や「隣接する道路の勾配」などを明記した図面で

す。宅地整備の考え方により「道路より低い宅地は造らない」こととしていることか

ら、隣接する道路や宅地との高低差（30cm 以上）に設ける「擁壁※１の設置位置」な

ども記しています。        

  

④ 取付管等説明資料 

 宅地を利用される際に必要となる、下水道、水道、ガス、電力・通信関係の事業者に

対する届出の内容や、記入方法の例などを記載した説明資料になります。 

 事業者毎で取付けや引込みのルールが異なるため、それぞれのルールに沿ってご説明

させていただきます。（下図は下水道の事例） 

③概略平面図 

隣接する道路や宅地との高低差が

30 ㎝以上ある場合に設ける宅地擁壁

の設置予定箇所を太い線（  ）で示

しています。 

④取付管等説明資料 

家屋の形状や雨水及

び汚水の最終ますの位

置などについて、希望

する位置を図面に記入

して届出していただき

ます。 

この設置例では、敷

地境界線から〇.〇ｍと

いう記載で位置を示し

ています。 

   設置箇所  

敷
地
境
界
線 

下水道関係の説明資料には、

取付管は市で施工するため届出

が必要なことや、最終ますの設

置の意向確認、注意点などが記

載されています。 
※なお、下水道工事等を行う時点では、
建築等の設計を行っていない場合がある
ため、どう記載すべきかわからないケー
スも想定されます。その場合は、市の方
で一般的な考え方による設置位置等をご
説明させていただきます。 

⑤ 
⑥ 

④ 

③ 

② 

① 

（単位：ｍ） 

前面道路の勾配（％）

を示しています。矢印は

低い方向を、Ｌはその勾

配での道路延長（ｍ）を

示しています。 

ここでは、北から南方

向に約 2.5％の勾配（10

ｍ進むと約 25 ㎝下がる

程度）が、約 87ｍ続い

ている道路であることを

示しています。 

この 1.24ｍは道路の地

盤高さを示しています。 

道路より低い宅地は造

らないため、この道路高

さより高い地盤高さ 1.30

ｍの宅地を造成する計画

となっています。 

    

隣接する宅地との高低差が 30cm 未満の箇所

は、法面※２で仕上げることとなります。 

（※２）盛土などの仕上げ面（斜面） この 1.30ｍが宅地の地盤高さを示して

います。ここではこの 1.30ｍを中心に説

明をしています。 

隣接する宅地の地盤高さを示しています。 

これらの数値との差が隣接する土地との高低差となります。 

例えば 1.30ｍと 0.70ｍを比較すると 60cm の高低差、1.30ｍと 0.40ｍ

を比較すると 90cm の高低差となり、どちらも宅地擁壁が設置されます。 

   ：擁壁設置予定箇所 

（注） 下図は、参考事例であり、実際の数値等は異なります。 

（※１）盛土の側面が崩れ落ちるのを防ぐためのコンクリートなどの壁 

（設置例） 

家  屋 

〇.〇ｍ 

〇.〇ｍ 

民地 

道路 

汚水管 

雨水管 

汚水ます 雨水ます 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先  

広島市 都市整備局 都市機能調整部 西広島駅北口地区区画整理事務所 

 工事や換地に関する担当：森川、大田   電話番号：082-532-5122 

 用地や建物に関する担当：長岡、寺戸  E メール：nishihiro@city.hiroshima.lg.jp 

広Ｋ４-２０２２-３６（３） 

⑤ 給水装置所有者名義変更届 

 最初に水道を引かれた際に

水道局に収めている施設整備

負担金は、仮換地先に家を建

てる際、充当することができ

ます。 

所有者名義が変わっていた

り、変わる可能性があれば、

水道局（所管の管理事務所）

へ変更届の提出が必要となり

ます。また、給水装置が複数

ある場合は、それぞれで届出

が必要となります。 

⑥ ブロック切り下げの届出 （前面道路に歩道の計画がある方のみ該当） 

 歩道と車道の境界部分には、コンクリートブロック（高さ２０cm）を設けることと

しており、車の乗り入れ部分のブロック切り下げが必要な場合の届出書になります。 

※ 交差点や駅前広場など交通管理者との調整が必要な場合がありますが、普通自動

車の場合は、原則、幅 4.0ｍまで工事に合わせて切り下げ（車道との段差５cm）

することが可能となります。 

⑥ブロック切り下げの届出 

 通常部高さ 20cm 乗入部高さ 5cm 

⑤給水装置所有者名義変更届 

 通常部高さ 20cm 

車の乗り入れ部分の

ブロック切下げは、届

出により、工事に合わ

せて必要最小限の範囲

で切り下げておくこと

が可能となります。 

なお、位置等の詳細

については、協議が必

要となります。 

※ 具体的なご説明が可能となるまで、今しばらくお時間をいただくこととなりますが、

ご不明点などございましたら、お問い合わせください。 

※（変更届記入例から一部抜粋） 

旧所有者の住所・氏名を記入 

名義を変更する給水装置の所在地 

新所有者の現住所・氏名・電話番号を記入 

届出日を記入 

「ご使用水量のお知らせ」等に 

記載している水道番号を記入 

ブロック切り下げ参考写真 

mailto:nishihiro@city.hiroshima.lg.jp

